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日本産業規格          JIS 
 C 0364-7-712：2025 
 (IEC 60364-7-712：2017) 

低圧電気設備－第 7-712 部：特殊設備又は 

特殊場所に関する要求事項－太陽光発電設備 

Low voltage electrical installations-Part 7-712: Requirements for special 

installations or locations-Solar photovoltaic (PV) power supply installations 

 
序文 

この規格は，2017 年に第 2 版として発行された IEC 60364-7-712 を基に，技術的内容及び構成を変更す

ることなく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

この規格の要求事項は，JIS C 60364 規格群に対して太陽光発電設備に関する要求事項を追加又は置き

換えるものである。なお，この規格で採用（引用）している JIS C 60364 規格群は最新版とし，箇条番号及

びその題名はそれらに対応している。ただし，JIS C 60364-4-41 は，対応国際規格に従って JIS C 60364-4-

41:2010 とする。 

箇条番号の付け方は，JIS C 60364-1 の様式〔表 A.1（JIS C 0364，JIS C 60364 規格群の番号体系）及び

表 A.2［JIS C 0364，JIS C 60364（低圧電気設備）規格群の構成］〕に従っている。712.1～712.3 を除きこ

の規格を示す固有番号（712）に続く番号が，採用する JIS C 60364 規格群の箇条番号を示している。 

この規格では，JIS C 60364 規格群の要求事項を適用し，例えば，この規格の 712.41（感電保護）は，JIS 

C 60364-4 規格群の要求事項にこの規格の 712.4 に規定している要求事項を追加又は置き換えて適用する

ことを意味している。 

712 太陽光発電設備 

712.1 適用範囲 

この規格は，設備の全体又は一部への電力の供給を意図した PV システムの電気設備について規定する。 

PV 設備の機器は，全ての他の機器の場合と同様に，設備内で選定及び適用に関係するところだけを取り

扱う。 

PV 設備は，PV モジュール又は PV モジュール製造業者が提供するケーブルで直列接続した一組の PV

モジュールから始まり，使用者設備又は公共電力供給点（共通接続点）までである。 

この規格の要求事項は，次のものに適用する。 

・ 公共電力配電系統へ接続しない PV 設備 

・ 公共電力配電系統と並列に接続する PV 設備 


